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（別紙） 

 

2020 年 11 月４日 

 

各 位 

 

東京都港区赤坂六丁目５番 38－807 号 UGS アセットマネジメント内 

サンシャインＨ号投資事業組合 

業務執行組合員 株式会社ストラテジックキャピタル 

代表取締役  丸木 強 

業務執行組合員 UGS アセットマネジメント株式会社 

代表取締役  植頭 隆道 

 

 

京阪神ビルディング株式会社株券（証券コード：8818）に対する 

公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

サンシャインＨ号投資事業組合（以下「公開買付者」といいます。）は、本日、京阪神ビルディング株式会社（証

券コード：8818、株式会社東京証券取引所市場第一部、以下「対象者」といいます。）の普通株式を金融商品取引

法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。）に基づく公開買付け（以下「本公開

買付け」といいます。）により取得することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１．対象者の名称 

京阪神ビルディング株式会社 

 

２．買付け等を行う株券等の種類 

普通株式 

 

３．買付け等の期間 

2020 年 11 月５日（木曜日）から 2020年 12 月 17 日（木曜日）まで（30 営業日） 

 

４．買付け等の価格 

普通株式１株につき、金 1,900 円 

 

 

 



 

 

2 

 

５．買付予定の株券等の数 

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

10,206,100 株 10,206,100 株 10,206,100 株 

（注１）応募株券等の総数が買付予定数の下限（10,206,100 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の

買付け等を行いません。 

（注２）応募株券等の総数が買付予定数の上限（10,206,100 株）を超える場合は、その超える部分の全部

又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第５項及び発行者以外の者による株券

等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。）

第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行い

ます。 

（注３）本公開買付けを通じて、対象者の所有する自己株式を取得する予定はありません。 

（注４）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成 17 年法律第

86 号。その後の改正を含みます。）に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合

には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。 

 

６．決済の開始日 

2020 年 12 月 24 日（木曜日） 

 

７．公開買付代理人 

三田証券株式会社   東京都中央区日本橋兜町３番 11 号 

マネックス証券株式会社（復代理人）   東京都港区赤坂一丁目 12番 32 号 

 

 

なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付けに関して公開買付者が 2020 年 11 月５日に提出する公開買

付届出書をご参照ください。 

 

以 上 




